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１ 制度の趣旨 

「介護サービス情報の公表」制度は、利用者の権利擁護、サービスの質の向上等に資する情報提供の環

境整備を図るため、法第 115 条の 35第 1項の規定に基づいて、事業者に対し、「介護サービス情報」（介護

サービスの内容及び運営状況に関する情報であって、介護サービスを利用し、又は利用しようとする要介

護者等が適切かつ円滑に当該介護サービスを利用する機会を確保するために公表されることが必要なもの）

の報告を求め、都道府県及び政令市に対し、その公表を義務付けたものです。 

 

２ 公表を行う介護サービスの種類 

居宅サービス・介護予

防サービス 

訪問介護、 訪問入浴介護、 訪問看護※、 訪問リハビリテーション※、 

通所介護、 通所リハビリテーション※、 短期入所生活介護、 短期入

所療養介護※（省令第１４条第４号に掲げる診療所に係るものを除く。）、 

特定施設入居者生活介護（養護老人ホームに係るものを除く。）、 福祉

用具貸与、 特定福祉用具販売 

※医療みなしについては、指定があったものとみなされた日から起算

して１年を経過しないものは、対象外。（規則第 140条の 43第 2項） 

地域密着型サービス・

地域密着型介護予防サ

ービス 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護、 夜間対応型訪問介護、 認知症

対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、

地域密着型特定施設入居者生活介護（養護老人ホームに係るものを除

く。）、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス 

居宅介護支援 

介護保険施設 介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護療養型医療施設、 

介護医療院 

 

３ 報告の対象 

区分 対象事業所 報告事項 

新規指定事業所 医療みなしを除く全事業所・施設 基本情報（規則別表 1） 

上記以外の事業所 公表計画の基準日前（前年度）の１年間に

おいて、介護報酬の支払いを受けた金額が

100万円を超える事業所・施設 

基本情報（規則別表 1） 

及び 

運営情報（規則別表 2） 

 

４ 報告について 

平成３０年度より千葉市内の事業所（施設）は本市が窓口となっております。 

新規事業所につきましては、指定通知書と同封しております事業所 ID及びパスワードにより、介護サ

ービス情報報告システムへログインの上、基本情報の入力をお願いします。 

また、令和元年度の新規指定事業所以外の報告が必要となる対象事業所（施設）につきましては、令

和元年１０月１０日付、「介護サービス情報報告システムへの情報登録について」の文書を発送しており

ます。 

まだ介護サービス情報報告システムへの入力が済んでいない事業所につきまして、入力をお願いしま

す。 

なお、介護サービス情報報告システムへの情報登録後、当課で確認の結果、修正等の必要性がある場

合には、介護情報報告システムにおいて、差戻しを行っていることから依然として公表になっていない
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場合もありますので、入力済みの事業所についても再度、介護情報報告システムでのご確認をお願いし

ます。 

 

 ５ 公表の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護サービス情報の公表制度の概要

介護サービスを利用しようとする要介護者等が適切かつ円滑にサービスや事業者を選択・利用

介護サービス情報の報告を受けた市は、市が定める「調査に関

する指針」に沿って調査を行う。
以下のいずれかに該当する事業所及び施設は、それぞれ

以下の情報を市へ報告する。

基本情報

運営情報（具体的なサービス提供に関する

事項）

・利用者の権利擁護、サービスの質の確保

への取組、相談・苦情等への対応など

基本情報（事業所に関する基本的な事項）

・名称、所在地、従業者の状況、利用料金、

営業時間など

○居宅サービス

（居宅療養管理指導、診療所が行う短期入所療養介護

及び養護老人ホームが行う特定施設入居者生活介護

を除く）

○地域密着型サービス

（養護老人ホームが行う特定施設入居者生活介護を

除く）

○居宅介護支援

○介護保険施設

○介護予防サービス

（介護予防居宅療養管理指導、診療所が行う介護予防

短期入所療養介護及び養護老人ホームが行う介護予

防特定施設入居者生活介護を除く）

○地域密着型介護予防サービス

※上記のうち、みなし指定サービスについては、みなし

指定日から起算して１年を経過しないものは報告対象外

報告対象サービス

①介護サービスの提供の開始時

②前年度の居宅介護サービス費等

の支払額が100万円を超えるとき

報告事項 調査

基本情報及び運営情報に関する内容について実

態と違っていないか調査を行う。

基本情報について、指定申請時の添付書類と突

合させることにより、報告事項の誤り等に係る

調査を行う。

①新規指定時の調査

②定期調査（6年に1回以上）

報告内容に誤りや偽りの疑いが認められるとき

や報告内容に疑義があるときは、訪問調査等に

より、事実確認する。

③その他
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